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令和元年度「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」結果について 

 

調査結果の要旨   以下、（  ）内は前年度 右は前年度との差 

（１）暴力行為の状況 

  ①発生件数         

・ 小 学 校    １０７件（ １６２件）  －５５件   

・ 中 学 校      ８５件（  ８０件）  ＋ ５件 

・ 高等学校       ７７件（  ９５件）  －１８件 

 合  計     ２６９件（ ３３７件）  －６８件   

 【暴力行為の内訳】 

ア 「対教師暴力」       

・ 小 学 校      ２０件（   ３１件）  －１１件 

・ 中 学 校        ６件（    ６件）  ± ０件 

・ 高等学校         ０件（   ４件）  － ４件  

 合  計      ２６件（  ４１件）  －１５件 

 

イ 「生徒間暴力」      

・ 小 学 校     ６３件（ １０３件）  －４０件 

・ 中 学 校      ６０件（   ６３件）  － ３件 

・ 高等学校       ５７件（   ６６件）  － ９件  

 合  計     １８０件（ ２３２件）  －５２件 

 

ウ 「対人暴力」          

・ 小 学 校         ５件（    ６件）  － １件 

・ 中 学 校         ３件（    ２件）  ＋ １件 

・ 高等学校          ２件（    ５件）  － ３件  

 合  計      １０件（  １３件）  － ３件 

 

エ 「器物損壊」         

・ 小 学 校      １９件（   ２２件）  － ３件 

・ 中 学 校       １６件（    ９件）  ＋ ７件 

・ 高等学校        １８件（   ２０件）  － ２件 

 合  計      ５３件（  ５１件）  ＋ ２件 

 

②発生した学校数 

ア 「学校の管理下」           

・ 小 学 校       ５６校（   ５６校）  ± ０校 

・ 中 学 校       ３９校（   ３８校）  ＋ １校   

・ 高等学校       ３３校（  ３４校）  － １校  

 合  計     １２８校（ １２８校）  ± ０校 

 

イ 「学校の管理下以外」   

・  小 学 校       ９校（   １２校）  － ３校 

・ 中 学 校        ６校（    ８校）  － ２校 

・ 高等学校         ５校（    ８校）  － ３校  

 合  計      ２０校（  ２８校）  － ８校 
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（２）いじめの状況  

①認知件数 

・ 小 学 校    ３，３０５件 （３，３６６件）  － ６１件 

・ 中 学 校      ８６９件 （  ８６３件）  ＋  ６件 

・ 高等学校       ３６１件 （  ３８６件）  － ２５件 

・ 特別支援学校    ２４２件 （  ２０６件）  ＋ ３６件 

合  計    ４，７７７件 （４，８２１件）  － ４４件  

                  

②認知学校数 

・ 小 学 校      ２９９校 （  ２９８校）  ＋ １校 

・ 中 学 校      １５７校 （   １５７校）  ± ０校 

・ 高等学校        ７４校 （    ７４校）  ± ０校 

・ 特別支援学校     ２３校 （    １９校）  ＋ ４校 

 合  計      ５５３校 （  ５４８校）  ＋ ５校   

 

③解消している（日常的に経過観察中）件数の割合                     

・ 小 学 校       ８４％ （ ７９％） 

・ 中 学 校       ８０％ （ ８３％） 

・ 高等学校        ６９％ （ ７１％） 

・ 特別支援学校     ５５％ （ ３９％） 

 平  均       ８０％ （ ７７％） 

 

④いじめの発見のきっかけ（小・中・高・特支）〔認知件数に対する割合〕                 

・ アンケート調査     １，９６６件〔４１％〕（２，１５３件〔４５％〕） 

・ 本人からの訴え       ９８３件〔２１％〕（  ９５４件〔２０％〕） 

・ 当該児童生徒（本人）の保護者からの訴え  ７８０件〔１６％〕（  ７３８件〔１５％〕） 

 

⑤いじめられた児童生徒の相談状況（小・中・高・特支）〔認知件数に対する割合〕※複数回答 

・  学級担任に相談     ３，７０４件〔７８％〕（３，８４３件〔８０％〕） 

・ 保護者や家族に相談   １，３３７件〔２８％〕（  ９５９件〔２０％〕） 

・ 学級担任以外の教職員に相談 ５０６件〔１１％〕（  ４８６件〔１０％〕） 

 

⑥いじめの態様  〔認知件数に対する割合〕※複数回答 

   【小学校】 

・ 冷やかしやからかい   １，９８６件〔６０％〕（１，９２５件〔５７％〕） 

・ 軽い暴力          ９４６件〔２９％〕（  ９０８件〔２７％〕） 

・ 嫌なことをさせられる    ５１２件〔１５％〕（  ４３０件〔１３％〕） 

   【中学校】 

    ・ 冷やかしやからかい     ６２０件〔７１％〕（  ６４７件〔７５％〕） 

・ 軽い暴力          １２９件〔１５％〕（  １１９件〔１４％〕） 

・ 仲間はずれ         １０２件〔１２％〕（   ８２件〔１０％〕）    

【高等学校】 

    ・ 冷やかしやからかい     ２３０件〔６４％〕（  ２５７件〔６７％〕） 

    ・ パソコン等で誹謗・中傷    ７８件〔２２％〕（   ７４件〔１９％〕） 

    ・ 仲間はずれ          ５６件〔１６％〕（   ５６件〔１５％〕） 

   【特別支援学校】 

・ 冷やかしやからかい      ９８件〔４０％〕（   ８５件〔４１％〕） 

・ 軽い暴力           ７４件〔３１％〕（   ４７件〔２３％〕） 

    ・ 嫌なことをさせられる     ２５件〔１０％〕（   １６件〔 ８％〕） 
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※いじめの態様のうち、パソコンや携帯電話等を使ったいじめ 

    ・ 小学校            ３４件〔 １％〕（   ２８件〔 １％〕） 

    ・ 中学校            ５６件〔 ６％〕（   ５３件〔 ６％〕） 

    ・ 高等学校           ７８件〔２２％〕（   ７４件〔１９％〕） 

・ 特別支援学校          ４件〔 ２％〕（    ４件〔 ２％〕） 

・  合 計           １７２件〔 ４％〕（  １５９件〔 ３％〕） 

 

⑦いじめの日常的な実態把握のための学校の取組の割合 （  ）内は前年度調査 

取 組 小学校 中学校 高等学校 特別支援 

アンケート調査の実施 100％(100) 100％(100) 100％(100) 96％( 96) 

個別面談の実施 65％( 67) 95％( 90) 100％(100) 77％( 77) 

家庭訪問 63％( 71) 80％( 83) 24％( 24) 31％( 46) 

個人ノート等 40％( 40) 100％( 98) 12％( 10) 50％( 50) 

 

⑧いじめ防止対策推進法第12条に規定する「地方いじめ防止基本方針」を策定した自治体数 

・ 市町村     ３５（３５）  

 

⑨いじめ防止対策推進法第14条第1項に規定する「いじめ問題対策連絡協議会」を設置した自治体数 

  

 

 

 

 

 

⑩いじめ防止対策推進法及びいじめ防止基本方針に基づき、条例により「重大事態」の調査又は再調

査を行うための機関を設置した自治体数 

県 
教育委員会の附属機関  １（ １） 

地方公共団体の長の附属機関  １（ １） 

市町村 
教育委員会の附属機関 ２１（１９） 

地方公共団体の長の附属機関 １３（１２） 

 

（３）小・中学校の長期欠席の状況  

①理由別長期欠席児童生徒数       (    )内は昨年度の人数 

※1年間に30日以上欠席した児童生徒の理由別の生徒数 

※「その他」は「病気」「経済的理由」「不登校」のいずれにも該当しないか、欠席理由が複数あり、主たる理由が特定できない者  

 

病気 
経済的

理由 
不登校 

 

その他 合計 

 

うち90日 

以上欠席 

うち出席日

数10日以

下 

 

うち出席０

日 

小学校 

 

202 

(213) 

0 

(0) 

772 

(662) 

391 

  (346) 

76  

(57) 

20  

(18) 

64 

( 61) 

1038 

(936) 

中学校 138 

(139) 

0 

(0) 

1836 

(1792) 

 1135  

(1172) 

296  

(248) 

85  

(63) 

13 

(7) 

1987 

(1938) 

計 340 

(352) 

0 

(0) 

2608 

(2454) 

 1526  

(1518) 

372  

(305) 

105  

(81) 

77 

(68) 

3025 

(2874) 

県 条例による設置ではないが、法の趣旨を踏まえた会議体  １（ １） 

市町村 
条例による設置 １５（１３） 

条例による設置ではないが、法の趣旨を踏まえた会議体 ８（ ９） 
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②全児童生徒数に占める不登校児童生徒数の割合 

    ・ 小学校       ０．７９％ （ ０．６７％）  

    ・ 中学校      ３．６１％ （ ３．４５％） 

  ※長欠児童生徒数の割合 

    ・ 小学校    １．０７％ （ ０．９４％） 

    ・ 中学校    ３．９１％  ( ３．７４％) 

  

③不登校の要因 

 

 

 

 
学校に係る状況 家庭に係る状況 本人に係る状況 左記に該当なし 

小学校 １７３ ２５８ ３２７ １４ 

中学校 ８３６ ４１３ ５５３ ３４ 

 

④指導の結果登校できるようになった児童生徒数〔不登校数に占める割合〕 

・ 小学校       １６２人〔２１％〕 （ １５６人〔２４％〕） 

・ 中学校        ４３２人〔２４％〕 （ ５３０人〔３０％〕） 

 

⑤学校内外の専門家や機関等で相談・指導を受けた不登校児童生徒 

○ 学校内 

・  スクールカウンセラー等      １，１０５人〔４２％〕（  ９９５人〔４１％〕） 

・  養護教諭による専門的な指導       ５４４人〔２１％〕（  ５０１人〔２０％〕） 

 

○ 学校外 

・ 教育支援センター（適応指導教室）   ３３７人〔１３％〕（  ３３４人〔１４％〕） 

・ 病院・診療所             ２６８人〔１０％〕（  ２２７人〔  ９％〕） 

 

⑥教育支援センター（適応指導教室）の状況 

    ・ ３９カ所（３８カ所） ※市町村教育委員会設置 ＜１２市９町４村＞ 

 

（４）高等学校の長期欠席の状況  

①理由別長期欠席生徒数       (    )内は昨年度の人数 

※1年間に30日以上欠席した生徒の理由別の生徒数 

※「その他」は「病気」「経済的理由」「不登校」のいずれにも該当しないか、欠席理由が複数あり、主たる理由が特定できない者 

 

 病気 経済的 

理由 

不登校  その他  

合計 うち90日 

以上欠席 うち出席日

数 10 日以

下 

 

うち出席０日 

高等学校 

 

93 

(111) 

1 

(5) 

710 

(801) 

115 

  (189) 

29 

(26) 

 5  

(3) 

191 

(177) 

995 

(1094) 

 

②全生徒に占める不登校生徒の割合               

    ・ 高等学校    １．７５％ （ ２．００％）   

 

※主たる要因1つを選択。 

※左記に該当なし・・・本人や保護者と話して学校、家庭及び本人に係る状況に当てはまるものがない。 

学校種 

区分 
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  ③不登校の要因  

 

  

 

  ④指導の結果登校できるようになった生徒数〔不登校数に占める割合〕     

                        ３０６人〔４３％〕 （３７７人〔４７％〕） 

 

  ⑤学校内外の専門家や機関等で相談・指導を受けた不登校生徒      

４５５人〔６４％〕 （ ５６０人〔７０％〕） 

○ 学校内 

・  スクールカウンセラー等      ２５７人〔３６％〕 （ ２９４人〔３７％〕） 

・  養護教諭による専門的な指導    １９３人〔２７％〕 （ ３１１人〔３９％〕） 

○ 学校外 

・  病院、診療所            ８８人〔１２％〕  （ １２３人〔１５％〕） 

 

（５）中途退学等の状況  

  ①中途退学者数           ７０８人（ ７５２人） 

      

  ②在籍者に占める割合        １．７％（ １．８％） 

  ③中途退学の事由        

    ・ 学校生活・学業不適応   ２７５人〔３９％〕( ３０４人〔４０％〕） 

    ・ 進路変更         １５５人〔２２％〕（ １８０人〔２４％〕） 

    ・ 経済的理由          ２人〔 0.3％〕（   ３人〔 0.4％〕） 

 

 

 

 

 

 

 
学校に係る状況 家庭に係る状況 本人に係る状況 左記に該当なし 

高等学校 ２４３ ３６ ４１０ ２１ 

※主たる要因1つを選択。 

※左記に該当なし・・・本人や保護者と話して学校、家庭及び本人に係る状況に当てはまるものがない。 

学校種 

区分 


